
群  馬  県  知  事　        あて
群馬県住宅供給公社　理事長　あて

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日から
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①の合計 ②の合計 ①－②
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※1年に満たない場合 ※1年に満たない場合

(  　　 　)円×———月 (  　　 　)円×———月
   ＝　 　   　　円…①'    ＝　　    　　円…②' 

※事業開始月が満1ヶ月分

　に満たないときは当該月 ※家内労働者等に限り

　分の収入と支出を年換算 ｘ ≦ 550,000円＝550,000円

　対象より除外する。 ｘ ≧ 550,000円＝ｘ円

①' ②' ①'－②'

円 円 円
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差 引 純 益
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控除対象配偶者の有無 有　・　無 その他の扶養親族数
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算 定 結 果
（公社使用欄）

注１）家内労働者等（家内労働法に規定される家内労働者や外交員、集金人、電力量検針人のほか特定の人に対し
て継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人）については、②の支出額が550,000円に満たない場合には、
収入金額を上限として550,000円／年まで必要経費とすることができます。

注２）青色申告者で、確定申告書（税務署の受付印のあるもの）一式の写しを提出された方は、簿記方式の選択に
より青色申告特別控除（550,000円または100,000円）が適用されます。


